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開会 午前 ９時５８分 

    ◎開会宣告 

〇議  長 ただいまより、本日をもって招集されました平成２８年第４回滝川市議会臨時会を開

会いたします。 

 ただいまの出席議員数は、１８名であります。 

 

    ◎開議宣告 

〇議  長 これより本日の会議を開きます。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員指名 

〇議  長 日程第１、会議録署名議員指名を行います。 

 会議録署名議員は、議長において安樂議員、本間議員を指名いたします。 

 

    ◎日程第２ 会期決定 

〇議  長 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期臨時会の会期は、本日の１日間といたしたいと思います。これに異議あ

りませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、会期は１日間と決定いたしました。 

 

    ◎日程第３ 議案第１号 平成２８年度滝川市一般会計補正予算（第４号） 

〇議  長 日程第３、議案第１号 平成２８年度滝川市一般会計補正予算（第４号）を議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。副市長。 

〇副 市 長 おはようございます。それでは、ただいま上程されました議案第１号 平成２８年度

滝川市一般会計補正予算（第４号）についてご説明申し上げます。 

 今回の補正は、８月２０日から２３日にかけての記録的な大雨による浸水被害など、台風第１１

号、第９号の影響による災害復旧に係る費用の補正となってございます。 

 １ページをごらんください。第１条第１項で、歳入歳出の総額にそれぞれ５，３８２万５，００

０円を追加し、予算の総額を２１０億２，５９８万１，０００円とするものでございます。 

 第２項で、補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表によるところでございます。 

 第２条、地方債の補正でございますが、地方債の追加は、第２表によるところでございます。 

 ２ページから３ページまでは第１表、歳入歳出予算補正でございますので、お目通しをいただき

たいと思います。 

 ５ページをお開き願います。第２表、地方債補正でございます。災害復旧事業債を追加し、限度
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額を５，２３０万円とするもので、台風第１１号、第９号の影響による大雨被害の災害復旧費の財

源に充てたいとするものでございます。 

 続きまして、補正の内容につきましては事項別明細書により歳出からご説明申し上げますので、

１０ページ、１１ページをお開き願います。８款３項１目河川維持費、補正額１５０万円の増額に

つきましては、河川の維持管理に要する経費の補正でございます。８月２０日からの大雨により江

部乙川が増水し、内水排除を実施したことから、今後の江部乙救急排水施設管理運営業務に係る費

用の不足が見込まれるため、補正したいとするもので、費用の全額は救急排水場操作委託金で措置

されるものでございます。 

 １５款１項１目道路橋りょう災害復旧費、補正額１５０万円の増額につきましては、同様に市道

東５線で道路側溝ののり面崩壊や倒木などの被害が発生したことから、復旧費用について補正した

いとするものでございます。 

 １５款１項２目河川災害復旧費、補正額９００万円の増額につきましては、同様に石狩川及び江

部乙川の水位上昇による内水処理、第１熊穴川ほか４河川においてしゅんせつ処理、護岸補修など

を実施するため、補正したいとするものでございます。 

15款１項３目公園災害復旧費、補正額２０５万円につきましては、同様に北電公園と滝川公園にお

いて浸水によりのり面崩壊や土砂の流入など被害が発生したことから、復旧費用について補正した

いとするものでございます。 

 １５款２項１目公共施設等災害復旧費、補正額３，９４７万５，０００円の増額につきましては、

同様に石狩川河川敷にあります滝川航空公園について浸水により土砂や流木が堆積したことから、

その清掃、撤去費用として１３３万２，０００円を、現在建設中の石狩川河川敷パークゴルフ場に

ついては浸水により土砂や流木が堆積したことから、芝の復旧などの費用として１，９８９万４，

０００円を、またＢ＆Ｇ海洋センターについては連続した３度の増水により桟橋に一部損壊が発生

したことから、その補修費用として５４万円を、現在６面ある石狩川野球場については堤防側の３

面を試合用、川側の３面を練習用として、その位置づけを改めた上で復旧することとし、堆積した

土砂の処理等のグラウンド整備、工作物撤去、移設等を行うための費用として１，７７０万９，０

００円を補正したいとするものでございます。 

 以上、歳出合計で５，３８２万５，０００円の増額となったところでございます。 

 続きまして、歳入についてご説明申し上げますので、８ページ、９ページをお開き願います。１

５款３項３目土木費委託金１５０万円の増は、歳出関連でございます。 

 ２０款１項１目繰越金２万５，０００円の増は、補正に必要な一般財源を繰越金で調整したいと

するものでございます。 

 ２２款１項８目災害復旧債５，２３０万円の増は、歳出関連でございます。 

 以上、歳入合計で５，３８２万５，０００円の増額となったところでございます。 

 以上を申し上げまして議案第１号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

（何事か言う声あり） 
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〇副 市 長 済みません、ちょっと訂正させていただきます。 

 歳出のほうで１５款１項１目道路橋りょう災害復旧費、補正額１８０万円の増額が正しい数字で

ございますけれども、先ほど１５０万円と申し上げましたので、１８０万円に訂正させていただき

ます。 

 申しわけございませんでした。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。三上議員。 

〇三上議員 おはようございます。それでは、この補正予算、災害復旧に関しての質疑をさせてい

ただきます。主に河川敷の施設について、野球場とこれからできるであろう新しいパークゴルフ場

について質疑させていただきます。 

 まず、質疑に入る前の質疑なのですが、災害でこういう河川敷の施設の復旧に係ったお金という

のは過去どのぐらいの金額になっているのか、まず伺いたいと思います。概算で結構です。 

〇議  長 三上議員、質疑はそれだけですか。全て質疑をお願いいたします。 

〇三上議員 それに伴って、今現在３０年間の雨量の統計をとると、危険だと言われる大きな災害

が発生すると言われている１時間当たりの降雨量８０ミリを超える件数が３０年前と比べて約３倍

以上、あるいは１００ミリ以上になると４倍以上になっているのです。こういうことを考えると、

今後災害というのはたびたび起こり得ると考えます。そういったことを考えると、継続的にこうい

う災害復旧に係ってくるお金というか、ふえていくという心配がありますので、それについてお答

えいただきたいなと思います。 

〇議  長 答弁調整のため暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時１０分 

再開 午前１０時１１分 

 

〇議  長 会議を再開いたします。 

 それでは、三上議員の質疑に対する答弁を求めます。総務部次長。 

〇総務部次長 河川敷の施設における災害に係った過去の費用ということなのですけれども、現状

として何年にどの程度という資料を今全て手に持っているわけではございませんので、明確なお答

えを今ここですることはできませんが、ゴルフ場施設であれば、そういう被害があったとすれば１，

０００万円程度のお金がかかっているというふうな状況にはなっているのではないかなというふう

には思っております。具体的な数字については、かなりのお時間をいただかなければいけないとい

うことで、その部分についての答弁はこのような答弁とさせていただきたいと思います。 

〇議  長 副市長。 

〇副 市 長 ２つ目のこの３０年間、８０ミリ以上の雨量、１００ミリ以上の雨量がこれからふえ

るかというご心配は、三上議員のおっしゃるとおりだと思います。ただ、河川敷という性質上、そ

ういうものを踏まえて利用させていただくというふうになってございますし、そのような性質だと
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思っていますので、ここで被害があるから使わないとか、被害がないから使うとかというものでは

ないというふうに考えていますので、そのとき、そのときの状況によって、整備した施設でござい

ますので、今後ともそういうことを注視しながら利用していきたいというふうに考えているところ

でございます。 

 以上です。 

〇議  長 三上議員。 

〇三上議員 まず、過去の災害、河川敷における災害については一度調べたほうがいいと思います。

私は、河川敷の敷地にある施設、これは今後災害がふえていくだろうと、であるならば今後検討す

る余地があるだろうと思います。 

 それと、今副市長からありましたけれども、私は逆に聞きたいのですが、災害がふえる、そのた

びに確かに交付税措置はされるにしても、その半分は市債というか、単独の経費で賄わなければな

りません。今回のこの補正については反対するつもりはありませんけれども、その考えを、今後ど

うするのかという考えを伺いたいと思います。 

〇議  長 副市長。 

〇副 市 長 三上議員さんの今後ふえるから、河川敷は再度その施設のあり方を検討しろというよ

うなご質疑だとは思うのですけれども、現在そこが今後どうなるかという部分については、いろん

なタイムラインとか、そういうものを踏まえて検討していかなければならないとは思いますけれど

も、今早急にこれをどうするという考えは持ち合わせてございませんので、そういうご意見として

伺って、今後の検討課題とさせていただきたいと思います。 

〇議  長 総務部次長。 

〇総務部次長 災害復旧費用につきまして一度調べたほうがというお話がございまして、今ある限

りで申し上げますと、平成２８年度の決算でございますけれども、河川敷の施設ということでござ

いまして、航空公園の災害復旧費が５９万８，５００円、それから石狩川野球場の災害復旧費が１

１６万５，５００円ということで、決算として平成２３年度の決算書の中に災害復旧費として計上

されているところでございます。 

 以上でございます。 

（何事か言う声あり） 

〇総務部次長 済みません、平成２３年度決算でございます。ちょっと言葉があれでしたけれども、

平成２３年度決算で今のところ災害復旧費として計上されているものは、今申し上げた２点でござ

います。 

 以上でございます。 

〇議  長 三上議員。 

〇三上議員 パークゴルフを河川敷に持っていくという決定をしたときに、今後起こり得る災害が

過去から比べても頻繁に起こり得るのだということを想定されて決定されたのかどうかだけ伺いた

いと思います。 

〇議  長 副市長。 
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〇副 市 長 議員さんのご指摘のとおり、災害は最近どんどんふえてきている状況で若干想定はし

ていましたけれども、あそこの場所につくったということは、投資といろんな状況の中であそこが

最適だということで造成させていただいたということでご理解願いたいと思います。 

〇議  長 舘内議員。 

〇舘内議員 日本共産党の舘内でございます。歳出、１５款２項１目公共施設等災害復旧費、こち

らの石狩川河川敷パークゴルフ場のことについて質疑させていただきます。 

 こちらのパークゴルフ場、１，９８９万４，０００円、こちらの金額は理解できましたが、いろ

いろな作業があると思われますが、それぞれの作業に係る金額はどれぐらいなのか、まずお尋ねし

ます。 

 続いて、数年に１度大雨などの影響によるこうした事例が起こる可能性が今後もあると思われま

すけれども、二、三年に１度あると思われますけれども、このような同じような被害が出る場合に

災害復旧事業債の適用除外になる可能性、こちらの事業債の採択条件として、いつもいつも河川敷

に設置した施設でもしかしたら不適切という判断が出てくる可能性があるのかどうか、また今回の

災害ではパークゴルフ場に関しては１，９８９万４，０００円という大きな予算が立てられており

ますけれども、この数年に１度起こり得る可能性が高い大雨による被害で財政面での負担が大きく

なるのではないか、こちらを質疑させていただきます。 

〇議  長 舘内議員の質疑に対する答弁を求めます。教育部長。 

〇教育部長 まず、事業費の内訳でございますけれども、まず流木、倒木処理、それから水がたま

りましたので、排水処理、それらに１１３万３，０００円、それからスタート台の復旧、これに７

５万３，０００円、それから目土散布、それから播種、張り芝の工事、それからコースの復旧費、

これらもろもろ合わせまして１，８００万８，０００円というような内訳になってございます。 

 それから、起債の関係でございますけれども、例えば今年度利用して、では来年度災害起こった

場合に使えないかということですけれども、そういうことではございません。適用除外はないとい

うことでございます。 

 それから、数年に１度起こるというようなことでのご心配でございます。河川敷地である以上、

やはりこういったリスクというのは避けられないのでないかなと思います。先ほど三上議員さんか

らもご質疑ありましたけれども、被害のレベルにもよると思います。例えば河川敷を削り取られる

ような被害になれば、これはそもそも論になりますけれども、ですから発生する事案によりまして

財源対策も含めまして被害状況を見ながら、市長部局と連携しながら適切な対応をしていきたいと

いうふうに考えてございます。 

〇議  長 清水議員。 

〇清水議員 おはようございます。日本共産党の清水雅人です。通告してありますが、１点通告し

ていないものを先に質疑をしたいと思います。 

 まず、議案書の１１ページです。パークゴルフ場の関係ですが、総務文教常任委員会で今回の議

案を出されるに当たって確認的な質疑を行っておりますが、それに対する答弁で、今回の災害の結

果そのまま来年のオープン時に使えるコースは３コースというふうに答弁がされております。これ
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に対して、今から張り芝をする、また種をまいてという場合、相当残りの５コースについてはおく

れる可能性があるというふうに考えますが、これら５コースの来年度の開始できる見通しについて

何月ごろからなどということでお伺いいたします。 

 以下通告に従って質疑をいたします。石狩川河川敷野球場についてですが、まず内訳について、

土砂、流木等の除去、また工作物の改修、撤去など項目別に伺います。 

 ２点目は、６面のうち３面は今後も野球場として使えるように復旧するということですが、固定

しているために緊急時に移動可能に改造しなければならない設備が３面の中で残るというふうに思

うのですが、この設備は何なのか、具体的に示していただきたいと思います。 

 ３点目は、道路がないためにトラックや重機が入れない川寄りの３面は練習場とし、工作物、設

備は全て撤去するということですが、練習場というふうに常任委員会で説明されましたが、ネット

やフェンスがない単なる空き地で果たしてどれほどの練習ができるのかということで、もはや野球

練習場などという名称を使えるような施設でなくなるのではないかということでお伺いいたします。 

 ４点目は、今回の復旧の補正予算の範囲について、まずいつ、いつというのはきょう以降ですよ

ね、きょう以降いつ、河川水の流入で工作物を、流入しても設置物を移動できると、そういう範囲

の設備、場所についての復旧補正予算であるということをまず確認をしたいというふうに思います。

また、野球場としての残す３面の活用策については３面で十分なのかということでいうと……失礼

いたしました。今の４点目の質疑もう一回やり直します。 

 今回の復旧の範囲はいつ河川水が入ってきても工作物を移動できる範囲での復旧だということは、

総務文教常任委員会で確認をされております。それを踏まえて、練習場となる３面、つまりフェン

ス、ネット類が張られないこの３面の活用策については、関係団体の要望を聞きながら今後検討課

題ということか伺います。 

 ５点目ですが、野球場が３面になると高校の軟式野球部の練習などですぐに満杯となって、野球

場不足が日常化するのではないかと考えますが、伺います。 

 以上です。 

〇議  長 清水議員の質疑に対する答弁を求めます。教育部長。 

〇教育部長 まず、１問目のご質疑でございますけれども、先般の総務文教常任委員会での質疑の

中身でございます。そのときには、もう３コースしかできませんという確定値ではなかったと思い

ます。今の状況を見るとそういう可能性もありますというようなお答えだったと思います。仮に今

シーズン災害復旧しまして、一冬過ごさなければその辺どうなるかというところは何とも言えませ

んけれども、もし芝の状況が悪いというふうになりました場合には、オープン時期が例えば７月と

か８月というふうにずれ込むことも可能性はあるのかなというところでございます。これは、一冬

過ごしてというところでございます。 

 次に、野球場の関係です。１，７７０万円の内訳ということで、まず流木などの処理に８１万２，

０００円、設置工作物の撤去、移設などで２３１万７，０００円、それから土砂の撤去、土の搬入、

工作物の改修等々、グラウンドの復旧費で１，４５８万円という内訳になってございます。 

 それから、緊急時に移動可能に改造しなくてはならない設備ということで、基本的には河川敷地
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でございますから、あそこにある工作物は全て撤去しなければならないというような許可条件に今

はなってございます。今復旧にあわせまして変更申請を行うことになります。ですから、その際に

改めて河川管理者と一つ一つ協議、確認をしながら進めていきたいというふうに考えてございます。 

 ３問目の単に空き地になるのでないかということでございますけれども、撤去する３面につきま

しては、例えばキャッチボールですとかトスバッティングなどの簡易なバッティング練習などはで

きるのではないかと思いますし、基本的に河川敷地ということで設置する工作物、これらについて

は許可が必要ということから、許可条件の範囲で利用していただくということをお願いしたいと思

っておりますけれども、今お話ししている中では、例えばその日だけ簡易なネットを張って、その

日のうちに撤去するということであれば、それについては許可は要らないということを今確認して

おりますので、その範囲であれば簡易な、簡易といいますか、試合ぐらいはできるのかなというよ

うな感じも持っております。 

 それから、今後３面の活用についての関係団体の要望を聞きながらというところでありますけれ

ども、今回の復旧は河川管理者と協議を行いながら、河川の増水時に工作物を短時間で撤去可能な

環境とするというようなことを大前提としまして復旧工事の考えを持っております。また、同時に、

現在利用しております団体の方ともお話をしながら、復旧の中身を進めてきてございます。ですか

ら、今後ということになりますけれども、まずは復旧をすると。何年間かかるかわかりませんけれ

ども、その都度の要望を見ながら、河川管理者と協議を行いながら、可能であれば今後は使う可能

性もある。占用面積は変わっておりませんので、使える可能性はあるのかなと。ただし、これは河

川管理の許可の範囲内でという条件つきになりますけれども、そういう可能性はあるのかなと思っ

ております。 

 それから、野球場が日常的に不足するのでないかということでございますけれども、今申し上げ

ましたとおり、現在利用している団体ともお話をさせていただきながら進めております。ただ、現

状に比べましたらやはりご不便をおかけすることはあるというふうに考えてございます。そういう

部分は、他の施設、北電公園ですとか、市営球場あるいはグラウンドなども利用していただきなが

ら、何とかこの滝川の野球の火を消さないようにということでご利用をお願いしたいというふうに

考えております。 

（「議事進行」と言う声あり） 

〇議  長 柴田議員。 

〇柴田議員 ただいまの質疑をお伺いしていました。私も総務文教常任委員会委員なのですが、事

前審査を行わないという取り決めのもとで常任委員会を開催しております。しかしながら、今議会

改革の特別委員会を設置して、委員会審議がどの程度許されるのか、そういったことも検討はして

いるのですが、今の質疑を聞いていると総務文教常任委員会で質疑を行ったことを土台として質疑

をされている。これは、現在の議会ルールにおいては実は許されないことなのではないかなと感じ

ております。非常に奥深い問題なものですから、この場でこの質疑をとめろとは申し上げませんが、

総務文教常任委員長も出席されている。多分総務文教常任委員長の裁量の中で許された質疑だった

と思います。そういったことを念頭に置いて今後質疑を進めていただきたいと思いますので、議長
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の特段のお計らいをお願いしたいと思います。 

〇議  長 ただいま柴田議員から議事進行の発言がございました。 

 この内容につきましては、常任委員会におきます議案が上程される段階での事前審査にわたらぬ

範囲での質疑というこの定義というのが非常に難しい部分もございます。そういったことで、ここ

できょうは議論いたしませんけれども、このご指摘を受けまして、事前審査のあり方について何ら

かの場で協議をする場を設けていきたいというふうに思いますので、この場はそういうことでご理

解のほどをお願いいたします。 

 それでは、質疑を続けてください。清水議員。 

〇清水議員 野球場については、大変わかりやすい具体的なご答弁でした。よく理解をいたしまし

た。 

 一方、パークゴルフ場については、７月から８月にオープンがおくれる可能性があるというご答

弁だったというふうに私は受け取ったのですが、オープンがおくれるというのと、オープンはする

けれども、８コース全ての使用はおくれるということと、もちろん来年の春の判断にはなるのです

が、今のご答弁というのはどちらだったのか、それをちょっと確認をしたいと思います。 

〇議  長 教育部長。 

〇教育部長 オープン、何をもってオープンかということなのかもしれませんけれども、基本的に

は来年の雪解けを待ってオープンをしたいという考えは変わっておりません。ただし、芝の状況を

見ながら、全部の８コース全てができるのかどうかというのはまだ何とも言えないというところで

ございます。ですから、雪解けを待たないと、全てができなくなるかもしれないというのもありま

すけれども、今のところはまだ工事の状況、それから雪解け見ないと何とも言えないというところ

でございます。 

〇議  長 ほかに質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。清水議員。 

〇清水議員 日本共産党を代表して、議案第１号、補正予算について討論を行います。 

 討論の中身は１点だけです。パークゴルフ場のオープン…… 

（何事か言う声あり） 

〇清水議員 可とする立場で討論を行います。 

 ただいまの答弁で、パークゴルフ場のオープンについては来年の春の判断だというご答弁でした。

これまでの市民への説明では、できればことしの秋に仮オープン、遅くても来年の春のオープンと

いうことでした。今回の台風被害で３コース以外の５コースについてはかなり整備がおくれる可能

性がある。今の時点でオープンの時期がかなりおくれる可能性が高まったということが言えるので

はないかと思います。そういう点で、来年の春判断しなければならないというのは、それは一定理

解はできるのですが、これから種をまく、あるいはこれから芝を張ったものが来年の春使えるもの

なのかどうかというのは、ある程度の確率で見通しが立つものだというふうに思います。そういう
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点で、愛好者、また市民が来年のオープンに対してどういうふうにどういう立場で来年を迎えるか

ということがありますので、見通しが立てば、できるだけ早くオープン時期をおくれるならおくれ

るということで議会、また市民への周知を求めて討論といたします。 

〇議  長 ほかに討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第１号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号は可決されました。 

 

    ◎閉会宣告 

〇議  長 本臨時会に提案されました議案の審議は全て終了いたしました。 

 これにて平成２８年第４回滝川市議会臨時会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

閉会 午前１０時４０分 
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